
西宮市宮水保全条例 ( 抜粋 )

（目的） 

第１条 この条例は、 西宮の伝統産業である清酒造りに欠かすことのできない、 浅層地下水で

ある宮水に影響を及ぼすおそれのある開発事業について、 その着手前における必要な手続を

定めることにより、 西宮の天然資源である宮水を将来にわたり保全することを目的とする。 

（市の責務） 

第３条 市は、 宮水の保全のために広報活動その他必要な措置を講じるものとする。

（届出及び協議等） 

第５条 事業主は、 保全対象区域内で開発事業を行うときは、 当該開発事業に係る開発許可

申請等に先立って、 規則で定めるところにより市長に届出を行い、 市長が指定する者と協議

をしなければならない。 

２ 事業主は、 前項に規定する協議を行ったときは、 速やかにその旨を市長に報告しなければ

ならない。 

（違反者に対する勧告） 

第６条 市長は、 前条第１項に規定する届出若しくは協議又は同条第２項の規定による報告を

行わない事業主に対し、 必要な措置をとるよう勧告するものとする。

（平成 30 年４月１日より運用）

２． 宮水保全条例の運用について

■対象となる開発事業 （条例第２条１項および施行規則第３条） 

（１） 敷地面積が５００㎡以上の建築物の建築 

（２） 住居の換算戸数が１０以上の集合建築物の建築 

（３） 土地の区域の面積が５００㎡以上の宅地造成

ただし以下の場合を除く。 

・ 専用住宅又は兼用住宅の建築 （住居戸数が１のものに限る） 

・ 増築する床面積の合計が１， ０００㎡未満の増築又は改築する床面の合計が１０００㎡未満

の改築 

・ そのほか、 これらの建築に類する建築で、 市長が特に認めるもの

■保全対象区域 （赤） と調査対象区域 （青）
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